男女共同参画計画推進懇話会　公募委員募集について
	附属機関等の名称
	[bookmark: HIT_ROW1][bookmark: HIT_ROW2]成田市男女共同参画計画推進懇話会
(根拠規程:成田市男女共同参画計画推進懇話会設置規則)

	附属機関等
の役割
	[bookmark: J2_K1_G1]　懇話会は，成田市男女共同参画計画の総合的かつ効果的な推進について意見及び助言を行う。

	募集人数
	３人

	応募資格
	次の要件を満たしている者とする。
 (1)成田市に在住する令和８年4月1日現在で満１８歳以上75歳未満の者
 (2)成田市の他の附属機関等の委員に選任されていない者
 (3)議員又は成田市の常勤職員でない者

	任期
	令和８年4月1日から令和１０年3月31日（2年間）

	会議の
開催予定
	年3～5回

	募集期間
	令和７年12月1５日(月)から令和８年2月２４日(火)まで

	応募方法
	 「応募申込書」に次の７項目を記入し、窓口持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールで成田市市民生活部市民協働課へ提出してください。
 なお、令和８年2月2４日(火)提出書類必着とします。
(1) 住所 　　(2) 氏名 
(3) 性別 　　(4) 生年月日
(5) 電話番号 (6) 履歴(これまでの社会活動や所属団体等) 
(7) 作文(400～800字程度) テーマ：「私が目指す男女共同参画」
[bookmark: _GoBack]「応募申込書」は、市民協働課窓口にて配布及び成田市ホームページからダウンロードすることもできます。

	選考方法
	成田市男女共同参画計画推進懇話会公募委員選考委員会を設置し、書類選考により行います。なお、選考結果については、選考後速やかに応募者全員に通知します。

	問合せ
及び提出先
	成田市市民生活部市民協働課
〒286-8585　成田市花崎町760番地
電　　話　0476－20－1507
Ｆ Ａ Ｘ　0476－24－1086
Ｅメール　kyodo@city.narita.chiba.jp

	その他
	・提出いただいた申込書等は、返却しません。
・申込書等に記載された個人情報は、成田市男女共同参画計画推進懇話会の公募委員の選考以外の目的には使用しません。また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）基づき適切に取り扱います。
・成田市男女共同参画計画推進懇話会の会議は、原則公開されます。
・男女共同参画推進懇話会は、公募によるものの他、教育関係者、地域社会づくり関係団体、就労関係団体、福祉関係団体、保健関係団体、行政関係機関の職員で構成されています。
・会議に出席された場合には、成田市の条例に定められた報酬等が支給されます。



